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第1回部会（8月2日）
の振り返り



個別避難計画の作成（災害対策基本法第49条）

 第四十九条の十四 市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者ご
とに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画（以下「個別避難計画」という。）を作
成するよう努めなければならない。～（中略）～

 ３ 個別避難計画には、第四十九条の十第二項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、避難行動要支
援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

 一 避難支援等実施者（避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難
支援等を実施する者をいう。次条第二項において同じ。）の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その
他の連絡先

 二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

 三 前二号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項

 （以下省略）

「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」提言を受けて

兵庫県 防災と福祉の連携促進モデル事業プラス



個別避難計画の作成



令和２年度 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料：高齢者・障害者等の個別避難計画に関する防災と福祉の連携について（内閣府防災担当（避難生活担当））より



個別避難計画の作成手順 避難行動要支
援者連絡会議

地域調整会議

地域調整会議



令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難のあり方について（最終とりまとめ）（令和2年12月24日公表）より



第1回のグループディスカッションで出された主な意見

 ①市町村における計画作成の推進体制及び庁内連携

新しい取り組みなので福祉と防災どちらがイニシアチブをとるか、防災と福祉の
庁内連携、仕事が多く連携の時間がない

※福祉避難所が決まらない、施設がハザード内、避難所の準備や体制も

 ②地域における計画作成の体制～既存組織や会議等の活用～

地域の連携、各団体への研修・説明会・話し合いが必要、民生委員・自主防災組
織の連携が必要、消防団との連携が必要、市・ケアマネ・自主防災・地区社協・
民生委員・社会福祉法人の連携が必要、地域組織が多すぎる

 ③地域住民に対するアプローチと支援者の掘り起こし

説明会開催、個別面談、他地域見学、要支援者ばかりで支援者が不足、日中支
援者不足、センシティブ情報の取扱慎重、考えられる支援者は？（家族親戚、ケ
アマネ、相談専門員、NPO、消防団、自主防災、自治会、まち協、民生委員等）

 ④真に支援が必要な者の抽出～アセスメントの枠組と方法～

名簿の見直し、危険地域に住む人、障害者、介護が必要な人、付き合いのない
人、避難判断が困難な人、情報弱者、外国人・ひきこもり、ケアマネや保健師の
協力、チェックシート開発、簡易のチェックリスト活用、対象漏れをなくすには、手
を上げない人は？、ご近所づきあいの程度により援助要請に差が、日中と夜間
の必要性の違い、自力避難できる掲載者対応、名簿の共有



個別雛計画策定取組上の諸課題と解決に向けて

①市町村における計画作成の推進体制及び庁内連携
 避難行動要支援者連絡会議の設置
設置目的：避難行動要支援者への個別避難計画の作成推進と進捗管理，総合調整など
設置主体：市町村
参加機関：市町村関係部局（防災担当，保健・福祉担当，まちづくり担当，教育委員会など），自治会，自主防災組
織，消防団，民生委員・児童委員，（地区）社協，居宅介護支援事業所，相談支援事業所，地域包括支援センター，
訪問看護事業所，福祉施設・事業所，障害者自立支援協議会等
取り組み：計画作成対象者の検討・選定(モデル地区選定、作成当事者のリスク層の区分)、当事者・地域住民を対
象とする個別避難計画への理解促進等の研修、進捗管理、関係機関との連絡調整、WGなどを設置して，領域別の
協議 など

②地域における計画作成の体制～既存組織や会議等の活用～
 地域調整会議（個別避難計画の実施に関係する者が参加する会議）の設置
参加機関：地域の実情に応じて，本人と家族，福祉専門職，社協，民生委員，支援者，自主防災組織，自治会，そ
の他の関係者）
検討内容：対象者の選定

③地域住民に対するアプローチと支援者の掘り起こし
 説明会、研修会の実施
 地域調整会議の設置・開催
④真に支援が必要な者の抽出～アセスメントの枠組と方法～
地域調整会議の設置・開催



地域支援者の選定

 地域支援者は避難行動要支援者への避難情報の伝達や避難所（一時集合場所）へ
の避難支援を行っていただく方です。近隣の助け合いによる共助の体制を推進するた
め、近隣の方の中から選任を行ってください。

 地域支援者の選定は、避難行動要支援者又はその家族が支援を依頼することを基本
としますが、それが困難である場合は、地域の方々から選任してください。

【地域支援者としての選任ポイント】
毎日のように顔を合わせる人
情報を教えてくれる人
自分や家族のことをよく知ってくれている人
自宅から歩いて２～３分以内のところに住む人
自分に何かあればすぐに駆けつけてくれる人
不安や悩みの相談にのってくれる人
周りの協力を得て、自分を助けたり、安全な場所へ連れて行ってくれる人
自分の寝室の場所やよくいる場所を知っている人
日常生活でよく助けてくれる人
自分が心を許せる人、信頼している人



取組のヒント
避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（内閣府）P.15

 個別避難計画の作成は、市町村が主体となり、実効性ある計画とするため、地域防災
の担い手だけでなく、本人の心身の状況や生活実態を把握している福祉専門職や地域
の医療・看護・介護・福祉などの職種団体、企業等、様々な関係者と連携して取り組むこ
とが必要である。また、当該市町村における関係者間での役割分担に応じて作成事務
の一部を外部に委託することも考えられる。

 個別避難計画の作成に当たり、計画の実施に関係する者が参加する会議（地域調整会
議）を開催し、避難支援等に必要な情報を共有し、避難支援等に関する調整を行うこと
が望ましい。これにより、共助による避難の取り組みが推進されることにもつながる。

 個別避難計画の作成に当たっては、市町村の限られた体制の中で、できるだけ早期に
作成されるよう、優先度が高い方から作成することが適当であり、優先度が高いと市町
村が判断した者について、地域の実情を踏まえながら、改正法施行後からおおむね５年
程度で取り組んでいただきたい。

 一方で、できる限り早期に避難行動要支援者全体に計画が作成されるようにするために
は、市町村が作成する個別避難計画として、①市町村が優先的に支援する計画づくりと
並行して、②本人や、本人の状況によっては、家族や地域において防災活動を行う自主
防災組織等が記入する計画（以下「本人・地域記入の個別避難計画」 という。）づくりを
進めることが適当である。

 個別避難計画は、よりよい避難を実現しようという趣旨のものであって、市町村や、個別
避難計画作成の関係者等に対して、計画に基づく避難支援等の結果について法的な責
任や義務を負わせるものではない。



取組のヒント ～優先度～
避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（内閣府）P.２１

計画作成の優先度を以下の３つのポイントで判断する

 地域におけるハザードの状況（洪水・津波・土砂災害等の危険
度の想定）

河川 ：浸水想定区域など（「浸水深が●ｍ以上」や「建物倒壊が予想される」地
域など自治体の状況・実情に応じ設定）

：津波災害特別警戒区域など

傾 斜 地 ：土砂災害特別警戒区域など 等

 対象者の心身の状況、情報取得や判断への支援が必要な程度
重度の要介護や障がいのある者、人工呼吸器使用者等、自力での判断や避難
が困難な者

 独居等の居住実態、社会的孤立の状況
避難支援者が側にいない



取組のヒント ～支援者確保～
避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（内閣府）P.３４、６７

 避難行動要支援者の避難支援にはマンパワー等の支援する力
が不可欠であるが、地域によって異なるのが実情であり、実効性
のある避難支援を計画するために、避難支援等関係者になり得
る者の活動実態を把握して、地域における避難支援等関係者を
決定すること。

 その際、必ずしも災対法で例示している消防機関、都道府県警
察、民生委員、市町村社 会福祉協議会、自主防災組織に限定
して考える必要はなく、地域に根差した幅広い団体の中から、地
域の実情により、避難支援者を決めること。

 また、避難支援等関係者となりうる者をより多く確保するのに当
たっては、年齢等にとらわれず、地域住民の協力を幅広く得るこ
と。



取組のヒント ～参加協力者～
避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（内閣府）P.６６

 地域の防災意識、防災力を高めるとともに、地域の実情に応じた
対応の検討に当たっては、消防機関、都道府県警察、民生委員
、市町村社会福祉協議会、地域医師会、自主防災組織、福祉事
業者、福祉専門職、自治会、地域住民等の日常から避難行動要
支援者と関わる者や高齢者や障害者等の多様な主体の参画を
促すこと。

 個別避難計画の作成に参画する者（地域調整会議に出席する
者など） は、個別避難計画情報を取り扱うこととなるため、地域
防災計画において避難支援等関係者に位置付けておくことが適
当である。



取組のヒント ～作成体制～
避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（内閣府）P.７７

 個別避難計画は、市町村が作成の主体となり、関係者と連携して作成する必
要がある。なお、作成の実務として、当該市町村における関係者間での役割
分担に応じて作成事務の一部を外部に委託す ることも考えられる。その場合
であっても、市町村は、個別避難計画の作成主体として、適切に役割を果たす
ことが必要である。

 個別避難計画を連携して作成する関係者としては、庁内の防災・福祉・保健・
医療・地域づくりなどの関係する部署、これらの部署による横断的な組織のほ
か、庁外の介護支援専門員や相談支援専門員などの福祉専門職、民生委員
、町内会・自治会等、自主防災組織、地域医師会、居宅介護支援事業者や相
談支援事業者などの福祉事業者、社会福祉協議会などの地域の医療・看護・
介護・福祉などに関する職種団体、地域で活動する障害者団体や難病・小児
慢性特定疾病患者団体、地域福祉コーディネーター・専門機関・社会福祉協
議会が主導する住民による地域の支え合いのネットワーク等（以下「個別避難
計画作成等関係者」という。）

 このように、庁内・庁外の関係者間の連携を図ることは、個別避難計画の作成
の取組を円滑に進めるために重要であり、そのための仕組みとして推進体制
の整備が考えられるところであり、会議体や枠組みを組織横断的かつ庁外関
係者にも開かれたものとして整備 することもが有効であることに留意すること
。



取組のヒント～避難行動要支援者連絡会議～
避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（内閣府）P.１３２

 １）構成

市町村においては、避難行動要支援者の支援業務を的確に実施
するため、避難行動要支援者連絡会議（仮称）の構成に当たっては
、庁内において防災部局及び福祉部局が中心となり、保健関係部
局、地 域づくり担当部局等も参加した横断的な組織で構成すること
が適切であり、庁外の関係者にも開かれたものとすることが考えら
れる。

 ２）検討事項

発災時から避難生活まで組織的な避難行動要支援者対策ができ
るよう、避難行動要支援者名簿や個別避難計画に係る作成・活用
方針等及び地域防災計画に盛り込む事項、また、地区防災計画等
の関係がある制度との連携の検討や、それに沿った役割分担を検
討し、平常時から決定しておくことが適切である。



取組のヒント ～研修会の実施～
避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（内閣府）P.１３２

 （１）要配慮者への研修等
高齢者、障害者自身が避難について考え、発災時又は発災のおそれが生じた
場合、自らの身を守るための主体的な行動をとることができるよう、研修等を通じ
て促しておくことが適切である。

＜例＞避難行動要支援者名簿への積極的な登録、個別避難計画の積極的な作
成、名簿情報や個別避難計画情報の外部提供の意義、障害者団体や福祉関係
者等との関係作り、家具固定等の室内安全化や備蓄などの備え、地域の防災訓
練等への参加、発災時に支援を期待できる連絡先（人・場所）を３ヵ所程度決め
る等

 （２）避難支援等関係者の研修
地域の防災力の質を高めるため、避難支援等関係者自らの生命及び安全を守
りつつ、避難行動要支援者の命を守ることに協力してもらえる人材を育成するこ
とが適切である。

＜例＞自主防災組織や自治会等の防災関係者に対する要介護高齢者や障害
者等との関わり方などの福祉や保健に関する研修、地域の会合等における避難
行動要支援者名簿・個別避難計画の意義やその活用について普及・啓発するた
めの防災に関する研修、個人情報の漏えいを防止するための研修等



個別避難計画作成に係る情報提供･個人情報の取り扱い

 第四十九条の十五 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条
第一項の規定により作成した個別避難計画に記載し、又は記録された情報（
以下「個別避難計画情報」という。）を、その保有に当たって特定された利用の
目的以外の目的のために内部で利用することができる。

 ２ 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災
計画の定めるところにより、避難支援等関係者に対し、個別避難計画情報を提供する
ものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、個別避難計
画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者及び
避難支援等実施者（次項、次条及び第四十九条の十七において「避難行動要支援者
等」という。）の同意が得られない場合は、この限りでない。

 ３ 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動
要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは
、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避
難計画情報を提供することができる。この場合においては、個別避難計画情報を提供
することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等の同意を得るこ
とを要しない。

 ４ 前二項に定めるもののほか、市町村長は、個別避難計画情報に係る避難行動要
支援者以外の避難行動要支援者について避難支援等が円滑かつ迅速に実施される
よう、避難支援等関係者に対する必要な情報の提供その他の必要な配慮をするもの
とする。



専門職連携による地域防災支援
当事者・住民の防災リテラシー向上／住民主体の命を守る地域防災活動へ

19

地区防災計画
策定支援

個別避難計画
策定支援

住民教育
支援者育成支援
（地域アセスメント、GIG、
HUG､インクルーシブ訓練等）

当事者（要配慮者）
教育

（災害リテラシー、避難スイッ
チ、等）

防災関係者
福祉専門職

当事者抜き
で作らない

真の避難行
動要支援者
は誰？

当事者抜き
で行わない

平時から地
域との交流
の促進



個別避難計画作成取組状況



取組事例の発表
（15分×3+コメント5分×3）

 真庭市（自主防災組織及び民生児童委員が中
心的に進め、社会福祉協議会も関与）

 和気町（福祉専門職の参画）

 岡山市（個別避難計画の作成に向けた庁内外の
体制構築、優先度に基づく対象者の選定）



グループディスカッション
30分（１０分×３団体（１グループ））



総括コメント
（10分）



計画作成に関する質疑応答
（15分）
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